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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
三
一
五
・
大
曲
保
健
所
）

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
三
一
六
・
横
手
保
健
所
）

◯
保
安
林
の
指
定
解
除
予
定
通
知
（
三
一
七
・
森
林
整
備
課
）

◯
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
（
三
一
八
・
計
量
検
定
所
）

◯
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
公
開
に
よ
る
聴
聞
（
三
一
九
・
建
築
住
宅
課
）

◯
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
（
三
二
〇
・
秋
田
建
設
事
務
所
）

公
　
告

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
仙
北
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
の
届
出
（
平
鹿
総
合
農
林
事
務
所
）

◯
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
（
平
鹿
総
合
農
林
事
務
所
）

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
五
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
六
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
七
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
保
安
林
を
解
除
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
森
林

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
　
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
秋
田
郡
阿
仁
町
比
立
内
字
　
内
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
水
源
の
か
ん
養

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

二
　
　
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
秋
田
郡
阿
仁
町
比
立
内
字
　
内
沢
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
公
衆
の
保
健

解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
北
秋
田
総
合
農
林
事

務
所
並
び
に
北
秋
田
郡
阿
仁
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

１

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

荒
川
医
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

大
曲
市
角
間
川
町
字
下
中
町
三
十
二

番
地

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
四
月
十
七
日

名
　
　
　
称

大
町
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

横
手
市
大
町
五
番
二
十
一
号

指

定

年

月

日

平
成
十
四
年
四
月
十
日

（一）（三）（二）（一）（三）（二）
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秋
田
県
告
示
第
三
百
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
検
査
を
行
う
区
域
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
、
期
日
、
時
間
及
び
場
所

二
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
行
う
検
査
の
期
日

平
成
十
四
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日
ま
で

三
　
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所
で
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
三
日
以
上
の
受
検
希
望
期
日

を
選
定
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
申
請
す
る
こ
と
。

秋
田
県
告
示
第
三
百
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い

て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
聴
聞
の
日
時
　
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
　
午
後
一
時
三
十
分

二
　
聴
聞
の
場
所
　
湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
番
十
号
　
雄
勝
地
方
総
合
庁
舎
第
一
会
議
室

三
　
被
聴
聞
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所
　
湯
沢
市
材
木
町
二
丁
目
二
番
六
号

氏
名
　
融
和
不
動
産
　
代
表
者
　
加
　
藤
　
英
　
悦

秋
田
県
告
示
第
三
百
二
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
施
行
者
の
名
称
　
八
郎
潟
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

八
郎
潟
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
八
郎
潟
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
一
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

２

検
査
区
域

羽
後
町

東
成
瀬
村

皆
瀬
村

稲
川
町

雄
勝
町

湯
沢
市

検

査

対

象

特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り

及
び
分
銅
等

〃〃〃〃〃

検
査
期
日

平
成
十
四
年
六

月
五
日

平
成
十
四
年
六

月
六
日

平
成
十
四
年
六

月
六
日

平
成
十
四
年
六

月
七
日

平
成
十
四
年
六

月
二
十
四
日

平
成
十
四
年
六

月
二
十
五
日

平
成
十
四
年
六

月
二
十
六
日

検
査
時
間

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
三
十

分
ま
で

午
前
九
時
か
ら

午
前
十
一
時
ま

で午
後
一
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
一
時
か
ら

検

査

場

所

羽
後
町
臨
時
計
量
器

検
査
所

東
成
瀬
村
臨
時
計
量

器
検
査
所

皆
瀬
村
臨
時
計
量
器

検
査
所

稲
川
町
臨
時
計
量
器

検
査
所

雄
勝
町
臨
時
計
量
器

検
査
所

湯
沢
市
臨
時
計
量
器

検
査
所

平
成
十
四
年
六

月
二
十
七
日

午
後
四
時
ま
で

午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で

（一）（二）
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四
　
事
業
地

収
用
の
部
分

昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
告
示
第
七
百
号
、
平
成
五
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号
、
平
成

六
年
秋
田
県
告
示
第
七
号
、
平
成
八
年
秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号
及
び
平
成
十
年
秋
田
県

告
示
第
二
百
二
十
一
号
の
事
業
地
に
南
秋
田
郡
八
郎
潟
町
真
坂
字
沢
田
並
び
に
小
池
字
岡
本
下

台
及
び
字
野
田
下
台
並
び
に
川
崎
字
貝
保
、
字
嘉
美
、
字
高
田
、
字
前
川
原
及
び
字
谷
地
を
加

え
、
真
坂
字
南
真
坂
、
字
鳥
屋
崎
、
字
イ
カ
リ
、
字
蒲
沼
、
字
上
沖
谷
地
及
び
字
昼
寝
地
内
に

お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北

平
野
豊
川
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
四
月
二
十
三
日
認

可
し
た
の
で
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

鹿
町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

平
鹿
郡
平
鹿
町
浅
舞
字
浅
舞
百
六
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
酒
　
井
　
大
　
策

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
鹿

郡
十
文
字
町
十
三
合
堰
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
四
年
四
月

二
十
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷
　

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
表
保
育
休
暇
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
　
　
　
告

人

事

委

員

会

規

則

３

子
の
看
護
等
休
暇

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子

（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
職

員
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾

病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と

を
い
う
。
）
を
し
、
又
は
そ
の
子
が
母
子
保

健
法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
若
し

く
は
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

六
十
八
号
）
第
二
条
若
し
く
は
結
核
予
防
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
十

三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
予
防
接
種
を
受
け

る
際
に
介
助
を
す
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き

一
の
年
に
お
い
て
六

日
の
範
囲
内
の
期
間

（一）（二）
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